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指定管理者制度におけるモニタリング・評価 

 

・「横浜市指定管理者制度運用ガイドライン」には、モニタリング・

評価について、以下の考え方が規定されている。 

・モニタリング・評価の目的は、運営上の課題等を発見し、施設

の管理運営にフィードバックし、施設の管理運営状況を向上さ

せることにある。 

・モニタリング・評価の方法として、次の４つが挙げられる。 

① 指定管理者による自己評価 

施設の管理運営が、施設の設置目的や協定書・仕様書等に

沿って行われているか、指標に対する目標値の達成状況はど

うか、等について継続的に自己点検を行う。 

② 市（施設所管課）による評価 

 事業報告書（利用料金の収入状況、利用実績等）の確認 

 実地調査や適切な指示・指導等の実施 

 指定管理者の財務状況（損益計算書等）の確認 

③ 第三者評価機関・選定評価委員会による評価 

 市が評価機関として認定する団体（対象：地区センター

等） 

 福祉サービス第三者評価（対象：養護老人ホーム等） 

 外部委員で構成される評価委員会（対象：美術館・市営

住宅等の高い専門性を有する施設） 

④ 利用者等による評価 

 利用者会議（施設の利用者代表等で構成） 

 利用者アンケート 

 ご意見ダイヤル（市のコールセンターの一部として設置） 

（出典：横浜市指定管理者制度運用ガイドライン【第６版】 

（平成２６年３月）） 

資料１－２ 
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【例】横浜市指定管理者第三者評価制度 評価マニュアル第８版 

（平成２６年４月） 

■評価項目 
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■評価シート 

 

 


